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。



衆
議
院
議
員
大
口
善
�
君
提
出
津
波
避
難
ビ
ル
の
津
波
に
対
す
る
安
全
性
の
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
五
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
東
日
本
大
震
災
で
発
生
し
た
津
波
に
よ
り
倒
壊
等
の
被
害
を
受
け
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

建
築
物
等
は
、
主
に
波
力
に
よ
り
被
害
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
被
害
の
程
度
は
、
遮
蔽
物
の
有
無
、
当
該
建
築
物
等
の
開
口

部
の
大
き
さ
等
に
応
じ
て
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
下
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
に
「

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
津
波
に
よ
る
建
築
物
被
害
を
踏
ま
え
た
津
波
避
難
ビ
ル
等
の
構
造
上
の
要
件
に
係
る
暫
定
指
針
」

（
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
技
術
的
助
言
と
し
て
示
す
と
と
も
に
、
同
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
お
い
て
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
四
年
に
、
指
針
に
関
す
る
解
説
書
の
作
成
及
び
地
方
公
共

団
体
等
を
対
象
と
す
る
講
習
会
の
開
催
に
対
す
る
補
助
事
業
を
実
施
す
る
な
ど
、
指
針
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
度
に
内
閣
府
が
実
施
し
た
「
津
波
避
難
対
策
の
取
組
状
況
に
係
る
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
東
日
本
大
震
災
に

よ
り
甚
大
な
被
害
が
生
じ
た
岩
手
県
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
（
以
下
「
三
県
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
同
年
度
末
時
点
で
市

一



町
村
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
た
津
波
避
難
ビ
ル
等
（
津
波
浸
水
予
想
地
域
内
に
お
い
て
、
地
域
住
民
等
が
一
時
又
は
緊
急
に

避
難
又
は
退
避
す
る
施
設
（
人
工
構
造
物
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
は
、
五
十
九
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
に
同
府
が
三
県
の
沿
岸
市
町
村
に
対
し
て
実
施
し
た
「
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
津
波
避
難
施

設
の
状
況
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
「
津
波
か
ら
の
緊
急
的
な
退
避
を
目
的
と
し
た
建
物
」
に
該
当
す
る

六
施
設
に
お
い
て
「
津
波
の
浸
水
に
よ
る
死
傷
者
」
が
発
生
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
に
、
新
た
に
災
害
の
被
害
想
定
が
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
被
害
想
定
に
お
い
て
示
さ
れ
た
浸

水
深
を
用
い
て
、
指
針
に
示
す
津
波
荷
重
算
定
式
等
に
よ
り
津
波
荷
重
等
を
算
出
し
、
津
波
避
難
ビ
ル
等
が
当
該
津
波
荷
重

等
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る
か
否
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
現
時
点
で
は
指
針
そ
の
も
の
を
見
直
す

必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
六
月
に
内
閣
府
が
取
り
ま
と
め
た
「
津
波
避
難
ビ
ル
等
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に

お
い
て
、
津
波
避
難
ビ
ル
等
の
構
造
的
要
件
及
び
位
置
的
要
件
、
津
波
避
難
ビ
ル
等
の
新
規
整
備
並
び
に
そ
の
利
用
及
び
運

二



営
に
係
る
留
意
点
等
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
実
情
等
に
応
じ
て
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項

に
基
づ
き
、
条
例
で
災
害
危
険
区
域
を
指
定
し
、
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
建
築
物
の
建
築
に
関
す
る
制
限
と
し
て
津
波
に

対
す
る
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
当
該
区
域
内
に
お
い
て
建
築
物
を
建
築
し
よ
う

と
す
る
建
築
主
は
、
当
該
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
条
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
る
こ
と

と
な
る
。

七
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
時
点
で
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
建
築
基
準
法
第
三
十
九
条
第
一

項
に
基
づ
き
津
波
に
よ
る
危
険
を
理
由
と
し
て
災
害
危
険
区
域
を
指
定
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
数
は
、二
十
三
で
あ
る
。

同
省
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
必
要
に
応
じ
助
言
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

八
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
時
点
で
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に

三



関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
に
基
づ
く
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
津
波
災
害
特

別
警
戒
区
域
（
以
下
「
区
域
」
と
い
う
。
）
の
指
定
及
び
同
法
第
七
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
区
域
に
係
る
市
町

村
の
条
例
の
制
定
の
事
例
は
な
い
。
ま
た
、
当
該
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
制
定
主
体
で
あ
る
市
町
村
に
対
し
、
区
域
に

係
る
制
度
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
助
言
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
市
町
村
に
よ
る
指
定
状
況
の
把
握
（
津
波
に
対
す
る
判
定
を
ど
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
る
か
等
を
含
む
）
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
市
町
村
に
よ
る
津
波
避
難
ビ
ル
等
の
指
定
状
況
に
つ
い
て
は
、
今

後
と
も
、
必
要
に
応
じ
把
握
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

十
及
び
十
一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
津
波
か
ら
の
避
難
に
資
す
る
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
が
公

共
建
築
物
の
津
波
に
対
す
る
安
全
性
に
関
す
る
調
査
を
行
う
場
合
や
、
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
第
五
十
六
条

第
一
項
に
基
づ
き
指
定
避
難
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
建
築
物
の
所
有
者
が
当
該
建
築
物
の
津
波
に
対
す
る

安
全
性
に
関
す
る
調
査
又
は
改
修
工
事
を
行
う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
費
の
一
部
に
つ
い
て
、
社
会
資
本
整
備
総
合
交

四



付
金
に
よ
り
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


